
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害危険区域外に居住されていた世帯（津波浸水世帯など） 

●土地購入・住宅建築への補助 200万円 

●太陽光発電システム設置補助 10万円 

【支援内容】 【住宅再建の方法】 

 
元の場所 
から移転 

○移転費用等の補助【限度額 40万円】 

☆住宅建築・土地購入資金の利子相当分の補

助【限度額 350万円】 

★（または）建物等実費補助 【限度額100万円】※４ 
 

2.災害公営住宅（町営住
宅）に移転 

○移転費用等の補助【限度額 40万円】 

○修繕費用の利子相当分の補助【限度額

220万円】 

○移転費用等の補助【限度額 40万円】 
 

<住宅かさ上げ補助> 

【補助率 1/2、限度額 50万円】 

<住宅新築等補助> 

○移転費用等の補助【限度額 40万円】 

○住宅建築費用の利子相当分の補助【限度額

220万円】 

5.震災前の住宅を修繕し
て居住 

6.震災前の場所で、住宅を
新築又は増改築して居
住 

 
元の場所 
で居住 

赤字は、町独自の補助制度 
赤字（黄色背景）は、平成 25年▲

月に追加したもの 
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○移転費用等の補助【限度額 40万円】 

☆住宅建築・土地購入資金の利子相当分の補

助【限度額 350万円】 

★（または）建物等実費補助 【限度額100万円】※４ 

 

3.自分で土地又は住宅を
確保して、町内へ移転 
※1 

○移転費用等の補助【限度額 40万円】 
 

4.自分で土地又は住宅を
確保して、町外へ移転 
※２ 

1.町が指定する「住宅団
地」に住宅を建築し移転 

H25.7.18 

お住まいの再建方法と支援内容の確認 

※１ 災害危険区域内への移転、借家への移転は補助対象外 

※２ 借家への移転は補助対象外 

※３ 町が発行するり災証明において半壊以上とされた世帯で、東日本大震災義援金の第３次配分を受けた世帯 

※４ （対象経費 － 被災者生活再建支援制度 の 加算支援金）×1/10 

【案】 

・
津
波
浸
水
世
帯
の
方 

※
３ 

・
磯
・中
浜
区
で
長
期
避
難
世
帯
に
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さ
れ
た
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資料４ 
 

※この内容をもとに、平成２５年７月１８日の臨時議会にて予算承認を受けています。 


